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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２３年１２月２２日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  石 川 敏 行 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年７月１３日 １１時５４分ごろ 

発生場所 山口県宇部市宇部港南方沖 

宇部市所在の本山
もとやま

灯標から真方位１６４°２.５海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３３°５０.５′ 東経１３１°１５.８′） 

事故調査の経過  平成２３年８月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 第三観音
かんのん

丸、１９０トン 

   １３２９２６、明和海運有限会社 

   ５２.７３ｍ×８.５０ｍ×５.３０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、５８８kＷ、平成５年１月 

Ｂ 漁船 第八十八天王
てんおう

丸、１３５トン 

   １２８３２０、大濱漁業株式会社 

   ３７.５４ｍ×７.６０ｍ×３.０５ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、８６１kＷ、昭和６１年１月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４３歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成２０年８月４日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２０年８月４日 

    免状有効期間満了日 平成２５年８月３日 

  航海士Ａ（二等航海士） 男性 ５３歳 

   六級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成２０年３月１９日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２０年３月１９日 

    免状有効期間満了日 平成２５年３月１８日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５２歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和６１年７月３日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２３年５月２３日 

    免状有効期間満了日 平成２８年６月７日 

  甲板員Ｂ１ 男性 ５９歳 

   免許なし（甲種甲板部航海当直部員の認証受有） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾部のブルワーク及びハンドレールに凹損 

Ｂ 右舷船首部に破口を伴う凹損 
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 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか２人が乗り組み、航海士Ａが、船長Ａ

から船橋当直を引き継いで単独の船橋当直に就き、針路約１１５°（真方

位、以下同じ。）及び速力約１１.０ノット（kn）（対地速力、以下同じ。）

で手動操舵により宇部港南方沖を大分県姫島水道に向けて航行した。 

航海士Ａは、平成２３年７月１３日１１時４４分ごろ、目視及びレーダ

ーにより左舷船尾３０°８００ｍ付近にＢ船を認め、Ｂ船がＡ船の左舷側

に約１００～１５０ｍ隔てて追い越していくものと思い、Ｂ船の動静を見

守りながら航行した。 

 Ａ船は、針路及び速力を保持して航行中、Ａ船の左舷中央部付近にＢ船

の船首部が並んだ頃、Ｂ船が突然右転を始め、１１時５４分ごろ、本山灯

標から１６４°２.５Ｍ付近において、Ａ船の左舷船尾部とＢ船の右舷船首

部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂ、甲板員Ｂ１及び甲板員Ｂ２ほか１９人が乗り組み、船長

Ｂが操船の指揮を執り、甲板員Ｂ２を操舵に就け、針路約１１５°及び速

力約１２.５kn で自動操舵により宇部港南方沖を姫島水道に向けて航行し

た。 

船長Ｂは、１１時２４分ごろ目視及びレーダーにより船首方１Ｍ付近に

同航中のＡ船を認め、Ａ船の動静を見守りながら航行した。 

甲板員Ｂ１は、１１時４９分ごろ、甲板員Ｂ２から船橋当直を引き継いで

操舵に就き、右舷船首方０.５Ｍ付近に同航するＡ船を認め、Ａ船の動静を

見守りながら航行した。 

船長Ｂは、１１時５１分ごろ、Ａ船が右舷船首方３００ｍ付近となり、

Ａ船の左舷側を追い越すことにし、同じ針路及び速力で航行した。 

甲板員Ｂ１は、Ｂ船がＡ船を追い越す態勢で接近したので、いつものよ

うに手動操舵に切り替えているつもりでいたところ、Ｂ船がＡ船の左舷側

に約１００ｍ隔てて並んだ頃、手動操舵に切り替えていないことに気付

き、慌てて手動操舵に切り替えたところ、Ｂ船が右転を始めた。 

船長Ｂは、Ｂ船が右転を始めたことに気付いて左舵一杯及び全速力後進

としたが、Ｂ船の右舷船首部とＡ船の左舷船尾部とが衝突した。 

Ａ船は、食堂にいた船長Ａが衝撃音を聞いて衝突したことを知り、昇橋

して海上保安庁及び会社に連絡したのち、自力航行して大分県大分市大分

港に入港した。 

Ｂ船は、船長Ｂが会社に連絡したのち、自力航行して宇部港に入港し

た。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 南東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮流 ほとんどなし 

 その他の事項 Ｂ船の当直体制は、甲板部員１７人による２人当直の２時間交替制を採

り、船長Ｂが適宜に順番を決めており、海技免許受有者は船長Ｂだけであ

ったが、甲板部員全員は、航海当直部員の認証を受けていた。 

甲板員Ｂ１は、漁船の甲板員として約２４年間乗船し、甲種甲板部航海

当直部員の認証を受けており、船橋当直を十数年経験していた。 

甲板員Ｂ１は、日頃、他船を追い越す際は早めに手動操舵に切り替える

ようにしていたが、本事故当時、既に手動操舵に切り替えているものと思

っていた。 

船長Ｂは、Ｂ船が右転を始めたことに気付いたとき、操舵装置の舵角指
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 示器を見て右舵約５°となっていることを確認した。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、宇部港南方沖を東南東進中、航海士Ａ

が、Ｂ船がＡ船の左舷側を追い越す態勢で接近す

るのを認めたので、Ｂ船の動静に注意を向けてい

たところ、Ｂ船がＡ船の左舷側に約１００ｍ隔て

て並んだ際、Ｂ船が右転してＡ船に向けて接近し

たことから、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、宇部港南方沖を東南東進中、Ａ船を追

い越す態勢でＡ船の左舷側に約１００ｍ隔てて並

んだ際、操舵に就いていた甲板員Ｂ１が、自動操

舵から手動操舵に切り替えたところ、握っていた

舵輪が右に回り、右舵がとられた状態となったこ

とから、Ｂ船が右転してＡ船に向けて接近し、Ａ

船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、宇部港南方沖において、Ａ船及びＢ船が共に東南東進中、Ｂ

船が、Ａ船を追い越す態勢でＡ船の左舷側に約１００ｍ隔てて並んだ際、

甲板員Ｂ１が、自動操舵から手動操舵に切り替えたところ、握っていた舵

輪が右に回り、右舵がとられた状態となったため、Ｂ船が右転してＡ船に

向けて接近し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  Ｂ船では、本事故後、乗組員に対して次の事項について周知徹底を図っ

た。 

・他船を追い越す際は早めに手動操舵に切り替えるとともに、手動操舵

に切り替えたときは、舵角指示器により舵角を確認すること。 

 

 




